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非財務情報の可視化について
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私が目指す「新しい資本主義」のグランドデザイン（岸田総理 文藝春秋令和４年２月号寄稿）

三．何よりも大切なのは人への投資
（略）
労働力をコストと捉え、人件費の抑制によってわずかな収益を確保するという経営は、新しい資本主義における企業の

理想像ではありません。優れた人材が生み出すイノベーションによって社会の課題を解決して、人への投資に見合った利
益を実現することが、新しい資本主義が目指す成長と分配の好循環を実現する鍵です。
人的投資は単年度で見るとコストかもしれません。しかし、長期投資の視点で見ると、きちんと人材に投資していること、

きちんと賃金を支払うことは、企業の持続的な価値創造を行うことになるので、これは明らかに投資であり、成長戦略なの
です。
私の提唱する新しい資本主義について分配ばかりとの指摘が散見されますが、分配戦略による人への投資こそが成長

戦略でもあることを指摘しておきたいと思います。新しい資本主義の時代は、費用としての人件費から、資産としての人的
投資に変わる時代です。
最後に、人が資産であるというならば、この点を各企業がそれぞれの株主に理解してもらうことが不可欠になります。私は、

そのための意思疎通の手段の強化が必要と考えます。財務的な指標に表れない非財務的な情報の見える化です。
「人」に価値があるならば、それを企業会計の枠組みの中で可視化することで、人的資本の蓄積が進むことになります。

非財務情報について金融商品取引法上の有価証券報告書の開示充実に向けた検討を、すでにお願いしている四半期
開示の見直しの検討に加えて、金融審議会で専門的な検討をお願いします。さらに加えて、このような法的な枠組みの
整備だけでなく、個々の企業が自分の判断で開示する場合も含めて、人的資本の価値を評価する方法についても、各
企業が参考になるよう、専門家に研究いただき、今夏には、参考指針をまとめていただきたいと思います。

岸田内閣総理大臣 施政方針演説（令和４年１月17日）

『人的投資が、企業の持続的な価値創造の基盤であるという点について、株主と共通の理解を作っていくため、今年中
に非財務情報の開示ルールを策定します。』



企業の人材投資（OJT以外）の国際比較（対GDP比）
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（注） 内閣府「国民経済計算」、JIPデータベース、INTAN-Invest database を利用し、学習院大学経済学部宮川努教授が推計
（出所）厚生労働省「平成30年版 労働経済の分析-働き方の多様化に応じた人材育成の在り方について」を基に作成。

企業の人的投資（OJTを除くOFF-JTの研修費用）

○ 日本企業の人的投資（OJTを除くOFF-JTの研修費用）は、2010-2014年に対GDP比で0.1％にとどまり、米国
（2.08％）やフランス（1.78％）など先進国に比べて低い水準にある。かつ、近年更に低下傾向にある。
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大企業の財務の動向

○ 2000年度から2020年度にかけて、大企業（資本金10億円以上）の現預金は85.1％の増加（＋41.6兆円）、経常
利益は91.1％の増加（＋17.7兆円）、配当は483.4％の増加（＋16.8兆円）。一方、人件費は0.4％の減少
（▲0.2兆円）、設備投資は5.3％の減少（▲1.2兆円）。

大企業の財務の動向（資本金10億円以上の企業）

（兆円）

（注） 金融・保険業を除く数字。
現預金：現金・預金、流動資産の有価証券 人件費：従業員給与、従業員賞与、福利厚生費

（出所）財務省「法人企業統計調査」を基に作成。

2000-20年度の差
▲0.4%（▲0.2兆円）

2000-20年度の差
＋91.1%（＋17.7兆円）

2000-20年度の差
▲5.3%（▲1.2兆円） 2000-20年度の差

＋483.4％（＋16.8兆円）

2000年度

2020年度

2000-20年度の差
＋175.2%（＋154.1兆円）

242.1

4

2000-20年度の差
＋85.1%（＋41.6兆円）



（注） 時価総額(market cap)から純有形資産(net tangible asset value)を引いたものを純無形資産（net intangible asset value）とする。
その純無形資産を時価総額で割ることでそのインデックスに占める無形資産を割り出している。

（出所） OCEAN TOMO 「INTANGIBLE ASSET MARKET VALUE STUDY」（2020年）を基に作成。

時価総額に占める無形資産の割合

○ 米国市場（S&P500）の時価総額に占める無形資産の割合は年々増加しており、2020年は時価総額の90％
を無形資産が占める。即ち、企業価値評価において非財務情報に基づく評価が太宗を占めている。

○ 日本市場（日経225）は、有形資産が占める割合が大きい。
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投資家が着目する情報

○ 投資家に対するアンケート調査によると、中長期的な投資・財務戦略において投資家が着目する情報としては、人
材投資の割合が67.3%と高く、66.3％のIT投資（デジタル化）、63.4％の研究開発投資が続く。

機関投資家が着目する情報

（注）「日本企業の中長期的な投資・財務戦略において、重視すべきだと考えるものをお答え下さい。（3つまで選択可）」という設問の回答を集計。回答数は101。

（出所）一般社団法人生命保険協会「生命保険会社の資産運用を通じた『株式市場の活性化』と『持続可能な社会の実現』に向けた取組について」 (2021年4月公表)

を基に作成。
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（注）投資を行う際に人材関連情報考慮している機関投資家を対象とした「『人材育成・教育訓練、人材活用等に関する情報』を重視する理由はなんですか。あてはまるものをすべて選ん
でください。」（複数回答可）という設問の回答を集計。回答数は115。

（出所）独立行政法人労働政策研究・研修機構「企業の人的資産情報の『見える化』に関する研究」（2018年12月）を基に作成。

9.6%

14.8%

27.8%

27.8%

36.5%

47.8%

58.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

政府政策として推進されているから

従業員の職業能力開発意識が高まるから

顧客、取引先、消費者からの評価が高いから

従業員の定着促進が期待できるから

従業員の意欲が高まるから

優秀な人材を確保することができるから
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投資家が人材関連情報に着目する理由

○ 別の調査では、機関投資家が人材育成・活用関連情報に着目する理由として、企業の将来性への期待や優秀
人材の確保を重視していることが挙げられている。

機関投資家が人材育成・活用関連情報に着目する理由
（複数回答）
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（注）機関投資家を対象とした「貴社が投資を行う際、企業の『人材育成・教育訓練、人材活用等』に関する情報のうちどのような項目を考慮しますか。あてはまるものを選んでください」
（複数回答可）という設問の回答を集計。回答数は170。

（出所）独立行政法人労働政策研究・研修機構「企業の人的資産情報の『見える化』に関する研究」（2018年12月）を基に作成。
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機関投資家が重視する人材関連情報

○ 同調査では、機関投資家が重視する人材関連情報として、「労働関係法令違反の有無」の割合が51.8％と高
く、「人材育成・教育訓練の取り組み（36.5%）」、「労働時間の柔軟性等の働きやすい職場作りの取り組み
（25.3%）」、「安全・健康など快適な職場作りの取り組み（20.6%）」が続く。

機関投資家が考慮する人材関連情報



企業が重視するサステナビリティ関連課題

○ 日本の上場企業のCFOに対するアンケート調査によると、企業価値に大きな影響を与えると考えるサステナビリティ
関連課題は、「人的資本の開発・活用」が77％と最も高く、「気候変動（69％）」、「ダイバーシティ（53％）」、
「知的資本の開発・活用（34％）」が続く。
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現在、または将来の企業価値に大きく影響をすると
思われるサステナビリティ関連課題（複数回答）
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（注）日本の上場企業461社が回答。調査期間は2021年9月1日から10月8日。
（出所）KPMGジャパン「CFOサーベイ2021」を基に作成。



サステナビリティ情報開示における課題

○ 同アンケート調査によると、サステナビリティ情報報告に関する課題として、「モニタリングすべきサステナビリティ関連指
標の選定と目標設定」、「企業価値向上との関連付け」、「必要な非財務情報の収集プロセスやシステムの整備」と
回答した企業が多い。
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サステナビリティ情報報告について財務情報と関連付けた包括的
な報告を行うにあたっての課題（複数回答）

回答者の割合

（注）日本の上場企業461社が回答。調査期間は2021年9月1日から10月8日。
（出所）KPMGジャパン「CFOサーベイ2021」を基に作成。
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日本企業の人的資本情報の開示①

（注）日経225銘柄のうち、2021年9月末までに統合報告書を発行した企業136社を対象に統合報告書における人的資本に関する記載状況を調査。

（出所）株式会社ディスクロージャー＆ＩＲ総合研究所「統合報告書分析レポート 人的資本に関する開示状況」（2021年11月）を基に作成。

83.1%

33.8% 33.1%
28.7%

14.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

女
性
管
理
職
比
率

研
修
体
系

従
業
員
満
足
度
調
査

人
事
担
当
役
員

メ
ッ
セ
ー
ジ
等

経
営
人
材
の
育
成

11

○ 日経225銘柄の統合報告書における人的資本の開示では、女性管理職比率を開示する企業の割合が83.1％
と高い。他方で、研修体系や従業員満足度調査、経営人材の育成について開示する企業の割合は高くない。

統合報告書における人的資本に関する開示状況
開示企業
の割合



日本企業の人的資本情報の開示②

（注）日経225銘柄のうち、2021年9月末までに統合報告書を発行し、「価値創造プロセス」という名称のコンテンツを展開している企業74社を対象にした調査。「資格取得者等」
にはデジタル人材数など事業上必要な質の確保を訴求している事例を含む。「離職率等」は、勤続年数や離職率、従業員エンゲージメント指数など従業員のモチベーションに
関わる指標を抽出している。

（出所）株式会社ディスクロージャー＆ＩＲ総合研究所「統合報告書分析レポート 価値創造プロセス図における資本の定量化 財務・人的資本」（2021年11月）を基に作
成。
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○ また、統合報告書のうち、価値創造プロセスを示す開示コンテンツに限ると、定量的なデータとして従業員数を示す
割合が48.6％と最も高く、18.9％の資格取得者数等、12.2％の従業員の海外比率が続く。

価値創造プロセスにおける人的資本の定量的な説明
企業の割合
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国際的な非財務情報開示の枠組み

（出所）各団体ホームページ等を基に作成

○ 海外では、様々な基準設定団体等が人的資本の開示を含む非財務開示の枠組み・基準を策定している。

○ 国内では、金融商品取引法、会社法に基づく制度開示（有価証券報告書、事業報告書）が定められているほ
か、統合報告書等の任意開示のフレームワークとして経済産業省が価値協創ガイダンスを示している。

組織名称 概要

任意

IIRC
IIRCフレームワーク
• 人的資本を6つの資本(財務資本、製造資本、 知的資本、人的資本、社会・関係資本、自然資本)のうちの一つと位置づけ、企

業の価値創造の源泉及びそのアウトカムの一つであることをフレームワークとして図示。具体的な開示項目の指定はない。

SASB

SASBスタンダード（※2019年から人的資本に関するプロジェクトを実施）
• 77の業種毎に具体的な開示項目・指標を設定。
• 業種ごとに「労働慣行」「従業員の安全衛生」「従業員参画・ダイバーシティと包摂性」の3観点から、各業種の重要事項について

具体的な質問・評価基準を提示。

GRI
GRIスタンダード
• 人的資源に関しては、雇用、労使関係など、15の領域に関する開示事項を提示。
• 全ての項目・指標の開示を求めるものではなく、各報告組織が重要と判断したものについて開示を求める。

WEF
ステークホルダー資本主義測定指標
• 人的資本に関しては企業の公平性と従業員の待遇を反映するため多様性、賃金格差、安全衛生などの指標開示が推奨される。
• その他、自社の事業やステークホルダーにとって重要であると判断されるものについては柔軟に開示することを推奨。

ISO
ISO30414

• コンプライアンス・ダイバーシティ・スキルと能力等、人材に関して11項目の開示すべき項目を設定。

制度

欧州委員会（EC）
非財務情報開示指令（※2021年4月に改正案を提示）
• 人的資本に関しては「社会・従業員」の項目で性差別廃止と機会均等、労働安全衛生等についての開示が推奨される。
• 開示にあたっては法的拘束力のないガイドラインがあるほか、SASBやGRI等の既存の基準を活用することも可能。

米国証券取引委員会
（SEC）

Regulation S-K

• 従業員の数の開示は必須。事業を理解する上で、人的資本に関して更に具体的な情報が重要である場合は、フルタイム・パート
タイム・季節・臨時労働者の数、そして離職率の情報等も開示が必要。

国外の非財務情報開示のフレームワーク・基準



IFRS財団の動向：ISSBの設立

○ IFRS財団は2021年11月に、国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）を設立するとともに、気候変動基準を策
定するためのプロトタイプ（基準の原型）を公表。

○ 国際サステナビリティ基準審議会では、気候変動関連情報開示をはじめ、投資家の判断に重要な情報にフォーカス
した開示基準の設定を進めていく方針を示している。

14（出所） IFRS財団プレスリリース、IFRS財団定款（2021年11月改訂版）を基に作成。

モニタリング・ボード

評議員会
（Trustees）

国際会計基準審議会
（IASB）

国際サステナビリティ基準審議会
（ISSB）

新たに設置された部分

国際財務報告基準
（IFRS会計基準）

国際サステナビリティ開示基準

※当面は気候関連情報を取り扱い、
将来的には他のサステナビリティ領域にも取り組む

基準設定主体

監督機関

当局
金融庁、米国証券取引委員会（SEC）、証券監督
者国際機構（IOSCO）等の規制当局から構成

財務報告に加え、サステナビリティ報告の知見も有するメ
ンバーから構成

IFRS財団



欧州の動向：企業サステナビリティ報告指令（CSRD)

○ 欧州委員会は、2021年4月に、現行の非財務報告指令（NFRD）の改正案として、企業サステナビリティ報告指
令（CSRD）案を公表。併せて、開示要件の詳細は欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）が今後策定する基
準に基づく旨を提案

○ 上記提案を受け、EFRAGはCSRDの基礎となるワーキングペーパーを作成するプロジェクトタスクフォースを設置。
2021年9月にタスクフォースが気候基準プロトタイプおよびその補足文書を公表。

15（出所） 欧州委員会ホームページ,EFRAG-PTF-ESRS “ ‘Climate Standard prototype’ Working Paper ” を基に作成。

CSRD案の概要（2021年4月）

対象企業 • 全ての大企業、および上場企業（中小企業含む）

開示要件 • 現行NFRDの開示要件（環境、社会的責任と従業員の処遇、人権の尊重、汚職・贈収賄防止に関する方針、方針の実施結果、
主要なリスクとその管理方法、非財務KPI）

• ダブルマテリアリティに基づく情報（企業がサステナビリティ事項に与える影響と、サステナビリティ事項が企業に与える影響）
• 無形資産
• 開示情報を特定するプロセスに関する情報

保証 • 限定的保証から開始し、徐々に厳格化するアプローチ

EFRAG気候基準プロトタイプ（2021年9月）

主要な目標 ①透明性の確保、②欧州委員会（EU）の目標への対応、③国際的な互換性の確保

全体的な枠組 • 3つの報告分野（戦略（Strategy）、実行（Implementation）、実績測定（Performance Measurement）を設定
• 3つの報告分野について、延べ10項目の開示分野を設定して具体的な情報を開示

プロトタイプは、今後設置される専門家ワーキング・グループ（※）での検討を経て、公開草案に付される予定
（※）環境（気候）、社会（人的資本）、ガバナンス、業種固有基準等、検討する分野・論点ごとに延べ11のワーキング・グループが設置されている。
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International Integrated Reporting Council (IIRC)

（出所）国際統合報告フレームワーク（2021年度版）を基に作成

団体の概要

• 2010年に英国で設立。財務資本の提供者に対し、組織がどのように長期にわたり価値を創造するを説明する「統合報告書」の原
則・要素を規定した「統合報告フレームワーク」（2013年初版）を開発。

IIRCフレームワークの特徴

• 原則主義。
• 人的資本を、価値の蓄積であり、ビジネスモデルへのインプットとなる6つの資本（財務資本、製造資本、知的資本、人的資本、社

会・関係資本、自然資本）のうちの1つとして捉えている。

価値の創造・保存・毀損のプロセス
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IIRCの人的資本関連記載

2．基礎概念

2.9 価値は、異なる時間軸にわたって、様々なステークホルダーのために様々な資本を介して創造されるため、他の資本を無
視し、特定の資本のみを最大化することによって創造されるものではないだろう。例えば、(不適切な人事方針と実務等に
よって)人的資本を犠牲にして、(利益などの)財務資本を最大化することは、組織の長期的な価値の最大化にはつなが
らないだろう。

2.10 あらゆる組織の成功は、多様な形態の「資本」 に支えられている。フレームワークでは、資本は、財務資本、製造資本、
知的資本、人的資本、社会・関係資本、自然資本から構成されるものとしている。しかしながら、統合報告書を作成して
いる組織に対し、フレームワークで採用している分類を採用することを要求するものではない。

2.11 資本は価値の蓄積であり、組織の活動とアウトプットを通じて増減し、又は変換される。例えば、利益が創出されることに
よって組織の財務資本は増加し、従業員がより良いトレーニングを受けた場合には人的資本の質が改善する。

2.12 資本ストック全体は、長期にわたり変化する。資本が増減し、又は変換される状況においては、常に、資本間又は資本
内におけるフローが存在する。例えば、従業員がトレーニングを受けることによって組織の人的資本が改善された場合、 そ
のトレーニングのための費用は財務資本の減少につながる。この場合の影響は、財務資本が人的資本に変換されたこと
にある。これは比較的単純であり、かつ組織の視点のみからの例であるが、資本間の継続的な相互作用及び変換（割
合とアウトカムは様々であるが）を表している。

2.15 フレームワークの目的において、資本は次のように分類され、説明される。

人的資本：人々の能力、経験及びイノベーションへの意欲、例えば、

• 組織ガバナンス・フレームワーク、リスク管理アプローチ及び倫理的価値への同調と支持
• 組織の戦略を理解し、開発し、実践する能力
• プロセス、商品及びサービスを改善するために必要なロイヤリティ及び意欲であり、先導し、管理し、協調するための

能力を含む。

（出所）国際統合報告フレームワーク（2021年度版）を基に作成
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価値協創ガイダンス

（出所）経済産業省「価値協創のための統合的開示・対話ガイダンスーESG・非財務情報と無形資産投資－」（2017年5月）を基に作成

概要

• 企業と投資家を繋ぐ「共通言語」として、対話や情報開示のあり方を示した枠組み。2017年公表。

フレームワークの特徴

• 原則主義。

価値協創ガイダンスの概要
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価値協創ガイダンスの人的資本関連記載

4.2 経営資源・無形資産等の確保・強化

4.2.1 人的資本への投資

14． 企業の競争優位を支え、イノベーションを生み出す根本的な要素は人材であり、自社のビジネスモデルを実現するために、
人的資本の獲得、育成、活用等、広い意味での人的投資をどのように捉え、実施し、企業価値への貢献を評価するかとい
うことは、戦略における重要な要素である。

15． 投資家にとって、経営人材やミドルマネジメント、研究・専門人材、現場を動かす社員等様々な層の人的資本の獲得や動
機付け、教育・育成等がどのような方針に基づき、どのような資源配分や方法（プロセスや評価体系等）で行われているか
ということは、中長期的な企業価値を評価するための重要な情報である。

16． 経営人材の確保・選任、育成については、ガバナンス〔6.〕とも関連づけて、期待される役割に応じてそのプロセスや報酬体
系、経歴・経験等が示されるべきである。その際、企業の価値観〔1.〕やビジネスモデル〔2.〕とも関連付けながら、どのような
能力や属性の経営人材を求めるのか、その多様性（ダイバーシティ）をどのように確保し活かしていくのかが明確になってい
ることも重要である。

17．研究・専門人材等自社の競争優位との関連が見えやすい人材（キーパーソン）の存在やその確保・育成のための方策は、
企業の理解を深めたい投資家が得ようとする重要な情報である。また、製造や販売等の現場における生産性向上や質の
改善等に向けて、従業員の意欲や能力を引き出すための工夫や働き方改革への取組が、企業の価値創造を実現する戦
略として示されることも重要である。

18． このような人材の獲得や育成に向けた投資は、会計上、研修や報酬等の形で当期費用の一部として埋没してしまうが、企
業としてこれら人的投資を定量的にどのように捉え、投資効果を認識するかということは、重要な経営課題であり、投資家に
とっても有益な情報である。

（出所）経済産業省「価値協創のための統合的開示・対話ガイダンスーESG・非財務情報と無形資産投資－」（2017年5月）を基に作成
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Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

（出所）SASBホームページを基に作成

団体の概要

• 2011年に米国で設立。企業が投資家に対して財務的に重要なサステナビリティ情報を開示する際の指針として「SASBスタンダー
ド」（2018年初版公表）を開発。

SASBスタンダードの特徴

• 細則主義。
• 企業が投資家を含む市場関係者へ有益な情報提供を行えるよう、77の業種毎に具体的な開示項目・指標を規定。2020年は世

界で1364社が利用。

課題 定義 例

労働慣行
児童労働や強制労働、公正な賃金や福利厚
生の提供、労働力の採用と維持、労働組合と
の関係などの問題が考慮される

• 労働組合において団体賃金交渉の対象となる労働力の割合
• 平均時給
• 離職率
• 労働法違反に伴う法的手続きによる金銭的損失
• ハラスメントを防止するための方針/プログラムの説明がされているか

従業員の安全衛生

安全で健康的な職場環境を構築し、維持する
ための企業の能力が考慮される。身体的健康
状態に加え精神的健康状態も含まれる。研修
や組織文化における取り組みも反映される

• 致死率
• 急性および慢性の呼吸器系の健康状態を診断、

監視、軽減するための取り組み
• 労働者の健康被害への曝露を減らすための取組
• 喫煙が許可されている場所で働く従業員の割合
• 従業員の安全衛生違反に伴う法的手続きに伴う金銭的損失の金額

の記載

従業員エンゲージメント、ダイ
バーシティ＆インクルージョン

企業の文化、雇用、昇進の慣行が、多様で包
括的な労働力の構築に繋がっているか、が考
慮される。差別的慣行の問題も含まれる。

• ジェンダーと人種・民族グループのそれぞれの割合
• 雇用差別に伴う法的手続きに伴う金銭的損失の額
• 人材の採用と維持への取り組みについての議論

人的資本に関する開示要求事項
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SASBスタンダードの開示要求事項（人的資本関連）

人的資本に関する具体的指標（例）

＜電気事業・発電＞

トピック 指標 カテゴリー 単位 コード

労働安全衛生 (1) 労働災害事故発生割合 定量的 ％ IF-EU-320a.1

(2) 労働災害による死亡率 定量的 割合

(3) ヒヤリハット発生率 定量的 %

＜電子商取引＞

トピック 指標 カテゴリー 単位 コード

従業員の採用、インク
ルージョンとパフォーマン
ス

従業員エンゲージメント率 定量的 ％ CG-EC-330a.1

(1) 自発的離職率 (2) 非自発的離職率 定量的 割合 CG-EC-330a.2

性別及び人種・民族グループの割合
(1) 管理職 (2) 技術職 (3) その他の従業
員

定量的 % CG-EC-330a.3

技術職のH-1Bビザ取得率 定量的 % CG-EC-330a.4

（出所）SASBホームページを基に作成
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Global Reporting Initiative (GRI)

団体の概要

• 1997年に米国で設立。現在の本部はオランダ。組織が経済、環境、社会に与えるインパクトを一般に報告するための「GRIスタン
ダード」（2000年初版公表）を開発。

GRIスタンダードの特徴

• 細則主義。
• 共通スタンダード、セクター別スタンダード、トピック別スタンダード（経済・環境・社会）から成る。

（出所）GRIホームページ、GRIスタンダードを基に作成

人的資本に関するGRIスタンダード

GRI 2: 一般開示事項
GRI 401: 雇用
GRI 402: 労使関係
GRI 403: 労働安全衛生
GRI 404: 研究と教育
GRI 405: ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨと機会均等
GRI 406: 非差別
GRI 407: 結社の自由と団体交渉
GRI 408: 児童労働
GRI 409: 強制労働
GRI 410: 保安慣行
GRI 411: 先住民族の権利
GRI 412: 人権ｱｾｽﾒﾝﾄ
GRI 414: ｻﾌﾟﾗｲﾔｰの社会面のｱｾｽﾒﾝﾄ

GRIスタンダード

共通スタンダード セクター別スタンダード トピック別スタンダード



GRIスタンダードの開示要求事項（人的資本関連）-1

基準 開示事項 開示要求事項

GRI 2
一般開示事
項

2-6
活動、バリューチェーンとその
他のビジネス上の関係

• 活動しているセクター
• 以下を含むバリューチェーン

‒ 組織の活動、製品、サービス、及び提供市場
‒ 組織のサプライチェーン
‒ 組織の下流に位置する組織とその活動

• その他の関連するビジネス上の関係
• 上記について、前期からの重要な変化

2-7
従業員

• 総正社員数、及び性別・地域別内訳
• 総臨時社員数、及び性別・地域別内訳
• 労働時間を保証しない従業員数、及び性別・地域別内訳
• フルタイム従業員数、及び性別・地域別内訳
• パートタイム従業員数、及び性別・地域別内訳
• データ集計に用いた方法論及び前提条件
• データを理解するために必要な文脈情報
• 報告期間中及び報告期間間の重要な変動

2-8
従業員以外の労働者

• 従業員以外で、組織により業務が管理されている労働者の総数
‒ 最も一般的な労働者の種類と、組織との契約関係
‒ 業務の種類

• データ集計に用いた方法論及び前提条件
• 報告期間中及び報告期間間の重要な変動

GRI 202
地域経済で
の存在感

202-1
地域最低賃金に対する標
準新人給与の比率（男女
別）

• 従業員の相当部分が最低賃金を条件に報酬を受けている場合、その最低賃金に対す
る重要事業拠点新人給与の比率（男女別）

• 組織の活動に携わるその他の労働者（従業員を除く）の相当部分が最低賃金を条件
に報酬を受けている場合、最低賃金を上回る賃金が支払われていることを確認するため
にどのような措置を取っているか

（出所）GRIスタンダードを基に作成
23
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GRIスタンダードの開示要求事項（人的資本関連）-2

基準 開示事項 開示要求事項

GRI 202
地域経済で
の存在感
（続き）

202-1
地域最低賃金に対する標
準新人給与の比率（男女
別）

• 重要事業拠点を置く地域に地域最低賃金が存在するか否か、それが変動するものか否
か（男女別）。参照すべき最低賃金が複数ある場合は、どの最低賃金を使用したか

• 「重要事業拠点」の定義

GRI 401
雇用

401-1
従業員の新規雇用と離職

• 報告期間中における従業員の新規雇用の総数と比率（年齢層、性別、地域による内
訳）

• 報告期間中における従業員の離職の総数と比率（年齢層、性別、地域による内訳）

401-2
正社員には支給され、非正
規社員には支給されない手
当

• 組織の正社員には標準支給されるが、非正規社員には支給されない手当（重要事業
拠点別）。これらの手当には、少なくとも次のものを含める
‒ 生命保険
‒ 医療
‒ 身体障がいおよび病気補償
‒ 育児休暇
‒ 定年退職金
‒ 持ち株制度
‒ その他

• 「重要事業拠点」の定義

401-3
育児休暇

• 育児休暇を取得する権利を有していた従業員の総数（男女別）
• 育児休暇を取得した従業員の総数（男女別）
• 報告期間中に育児休暇から復職した従業員の総数（男女別）
• 育児休暇から復職した後、12ヶ月経過時点で在籍している従業員の総数（男女別）
• 育児休暇後の従業員の復職率および定着率（男女別）

GRI 402
労使関係

402-1
事業上の変更に関する最低
通知期間

• 従業員に著しい影響を及ぼす可能性がある事業上の重大な変更を実施する場合、従
業員および従業員代表に対して、通常、最低何週間前までに通知を行っているか

• 団体交渉協定のある組織の場合、通知期間や協議･交渉に関する条項が労働協約
に明記されているか否か

（出所）GRIスタンダードを基に作成



25

GRIスタンダードの開示要求事項（人的資本関連）-3

基準 開示事項 開示要求事項

GRI 403
労働安全衛
生

403-1~10
労働安全衛生
（詳細は省略）

403-1 労働安全衛生マネジメントシステム
403-2 危険性 (ハザード) の特定、リスク評価、事故調査
403-3 労働衛生サービス
403-4 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション
403-5 労働安全衛生に関する労働者研修
403-6 労働者の健康増進
403-7 ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和
403-8 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者
403-9 労働関連の傷害
403-10 労働関連の疾病

GRI 404
研修と教育

404-1
従業員一人あたりの年間平
均研修時間

• 報告期間中に、組織の従業員が受講した研修の平均時間 (次の内訳による)
‒ 性別
‒ 従業員区分

404-2
従業員スキル向上プログラム
および移行支援プログラム

• 従業員のスキル向上のために実施したプログラムの種類、対象と、提供した支援
• 雇用適性の維持を促進するために提供した移行支援プログラムと、定年退職や雇用終

了に伴うキャリア終了マネジメント

404-3
業績とキャリア開発に関して
定期的なレビューを受けてい
る従業員の割合

• 報告期間中に、業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割
合 (男女別、従業員区分別に)

（出所）GRIスタンダードを基に作成
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GRIスタンダードの開示要求事項（人的資本関連）-4

基準 開示事項 開示要求事項

GRI 405
ダイバーシ
ティと機会均
等

405-1
ガバナンス機関および従業
員のダイバーシティ

• 組織のガバナンス機関に属する個人で、次のダイバーシティ区分に該当する者の割合
‒ 性別
‒ 年齢層: 30歳未満、30歳~50歳 、50歳超
‒ 該当する場合には、その他のダイバーシティ指標 (例えばマイノリティ、社会的弱者

など)
• 次のダイバーシティ区分の従業員区分別の従業員の割合

‒ 性別
‒ 年齢層: 30歳未満、30歳~50歳 、50歳超
‒ 該当する場合には、その他のダイバーシティ指標 (例えばマイノリティ、社会的弱者

など)

405-2
基本給と報酬総額の男女
比

• 女性の基本給と報酬総額の、男性の基本給と報酬総額に対する比率 (従業員区分別、
重要事業拠点別に)

• 「重要事業拠点」の定義

GRI 406
非差別

406-1
差別事例と実施した救済措
置

• 報告期間中に生じた差別事例の総件数
• 事例の状況と実施した措置。次の事項を含む

‒ 組織により確認された事例
‒ 実施中の救済計画
‒ 実施済みの救済計画と、定期的な内部マネジメント・レビュー・プロセスにより確認さ

れた結果
‒ 措置が不要となった事例

GRI 407
結社の自由
と団体交渉

407-1
結社の自由や団体交渉の
権利がリスクにさらされる可
能性のある事業所およびサ
プライヤー

• 労働者の結社の自由や団体交渉の権利行使が、侵害されたり著しいリスクにさらされる
可能性のある事業所およびサプライヤー。次の事項に関して
‒ 事業所 (製造工場など) およびサプライヤーの種類
‒ リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在する国または地域

• 結社の自由や団体交渉の権利行使を支援するため、組織が報告期間中に実施した対
策

（出所）GRIスタンダードを基に作成
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GRIスタンダードの開示要求事項（人的資本関連）-5

基準 開示事項 開示要求事項

GRI 408
児童労働

408-1
児童労働事例に関して著し
いリスクがある事業所および
サプライヤー

• 次の事例に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー
‒ 児童労働
‒ 年少労働者による危険有害労働への従事

• 児童労働に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー (次の観点に
よる)
‒ 事業所 (製造工場など)およびサプライヤーの種類
‒ リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在する国または地域

• 児童労働の効果的な根絶のために報告期間中に組織が実施した対策

GRI 409
強制労働

409-1
強制労働事例に関して著し
いリスクがある事業所および
サプライヤー

• 強制労働に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー。次の事項に
関して
‒ 事業所 (製造工場など) およびサプライヤーの種類
‒ リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在する国または地域

• あらゆる形態の強制労働を撲滅するために報告期間中に組織が実施した対策

GRI 410
保安慣行

410-1
人権方針や手順について研
修を受けた保安要員

• 組織の人権方針や特定の手順およびその保安業務への適用について正式な研修を受け
た保安要員の割合

• 保安要員の提供を受けている第三者組織に対して同様の研修要件を適用しているか否
か

GRI 411
先住民族の
権利

411-1
先住民族の権利を侵害した
事例

• 報告期間中に、先住民族の権利を侵害したと特定された事例の総件数
• 事例の状況と実施した措置 (次の事項を含める)

‒ 組織により確認された事例
‒ 実施中の救済計画
‒ 実施済みの救済計画と、定期的な内部マネジメント・レビュー・プロセスにより確認さ

れた結果
‒ 措置が不要となった事例

（出所）GRIスタンダードを基に作成
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GRIスタンダードの開示要求事項（人的資本関連）-6

基準 開示事項 開示要求事項

GRI 412
人権アセスメ
ント

412-1
人権レビューやインパクト評
価の対象とした事業所

• 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所の総数とその割合（国別に）

412-2
人権方針や手順に関する従
業員研修

• 人権方針や事業所に関わる人権側面に関する手順について、報告期間中に従業員研
修を実施した総時間数

• 人権方針や事業所に関わる人権側面に関する手順について、報告期間中に従業員研
修を受けた従業員の割合

412-3
人権条項を含むもしくは人
権スクリーニングを受けた重
要な投資協定および契約

• 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約の総数と
割合

• 「重要な投資協定」の定義

GRI 414
サプライヤー
の社会面の
アセスメント

414-1
社会的基準により選定した
新規サプライヤー

• 社会的基準により選定した新規サプライヤーの割合

414-2
サプライチェーンにおけるマイ
ナスの社会的インパクトと実
施した措置

• 社会的インパクト評価の対象としたサプライヤーの数
• 著しいマイナスの社会的インパクト（顕在的、潜在的）があると特定したサプライヤーの

数
• サプライチェーンで特定した著しいマイナスの社会的インパクト（顕在的、潜在的）
• 著しいマイナスの社会的インパクト（顕在的、潜在的）があると特定されたサプライヤーの

うち、評価の結果、改善の実施に同意したサプライヤーの割合
• 著しいマイナスの社会的インパクト（顕在的、潜在的）があると特定されたサプライヤーの

うち、評価の結果、関係を解消したサプライヤーの割合およびその理由

（出所）GRIスタンダードを基に作成
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World Economic Forum

（出所） World Economic Forum 「ステークホルダー資本主義の進捗の測定～持続可能な価値創造のための共通の指標と一貫した報告を目指して～」を基に作成

団体の概要

• 1971年に設立された非営利財団。スイス・ジュネーブに本部を置く。

基準の特徴

• 細則主義。
• 2020年9月、「ステークホルダー資本主義の進捗の測定～持続可能な価値創造のための共通の指標と一貫した報告を目指して

～」と題した報告書を公表。

• 21の中核指標と34の拡大指標から構成され、①ガバナンス、②地球、③人、④繁栄の4分野に分類されている。

WEF：ステークホルダー資本主義指標

表：「ガバナンスの原則」の中核指標

ガバナンスの目的 目的の設定

ガバナンス機関の質 ガバナンス機関の構成

ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ･ｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄ ステークホルダーに影響を与えるマテリアル・イシュー

倫理的行動 汚職防止

倫理的助言と通報制度の保護

リスクと機会の監督 リスクと機会のビジネスプロセスへの統合

表：「人」の中核指標

尊厳と平等 多様性とインクルージョン

給与の平等

賃金水準

児童労働、強制労働のリスク

健康とウェルビーイング 健康と安全

将来のためのスキル 教育訓練

表：「地球」の中核指標

気候変動 温室効果ガス排出量

TCFD提言の実施

自然の喪失 土地利用と生態系への配慮

淡水利用の可能性 水ストレス地域における水消費量及び取水量

表：「繁栄」の中核指標

雇用と富の創出 雇用者数と比率

経済的貢献

金融投資への貢献

より良い製品とサービスの
イノベーション

研究開発費総額

コミュニティと社会の活力 納税総額
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WEF: ステークホルダー資本主義指標

テーマ 中核指標 開示事項 出典

尊厳と平等

多様性とインク
ルージョン（％）

従業員区分別の、年齢層、ジェンダー、その他の多様性の指標（エスニシ
ティ等）からみた、雇用割合

GRI-405-1b

賃金の平等
（％）

平等に関する優先分野で、重要な事業拠点別の従業員区分（ジェンダー、
エスニシティ、その他の該当分や）の基本給と報酬の比率

GRI-405-2より抜粋

賃金水準
（％）

1. 地域の最低賃金と比較した、ジェンダー別の標準初任給の比率
2. 最高経営責任者（CEO)を除く従業員の年間総報酬の中央値と、

CEOの年間総報酬との比率

GRI 202-1、
ドッド・フランク法、米国
証券取引委員会法令

より改変

児童労働、強制
的労働のリスク

自社及びサプライヤーの業務において、児童労働・
強制的労働に関わる重大なリスクがあると考えられる場合の説明。こうした
リスクは下記の点に関連して発生する可能性がある。
a) 業務の種類（製造工場等）と、サプライヤーの種類
b) 当該業務を行う国または地域、リスクがあると考えられるサプライヤー

GRI 408-1b, 
GRI-409-1a

健康とウェル
ビーイング

健康と安全
（％）

1. 業務上の傷害による死亡・重大な業務上の傷害（死亡除く）・記
録対象となる業務上の件数と割合、業務上の傷害の主な種類、労
働時間

2. 業務以外での従業員の医療やヘルスケアサービスの利用を、組織とし
てどのように促進しているか、およびその適用範囲の説明

GRI: 2018 
403-9a&b,

GRI: 2018 
403-6a

将来のための
スキル

トレーニング

1. 報告対象期間における、ジェンダー及び従業員区分別の、１人あたり
トレーニングの平均時間（従業員全体へのトレーニング時間の合計÷
従業員数）

2. フルタイムの従業員１人あたりの、トレーニングと人材育成の平均費
用（従業員全体へのトレーニング費用の合計÷従業員数）

GRI 404-1,
SASB HC 101-15

「人」分野の中核指標

（出所） World Economic Forum 「ステークホルダー資本主義の進捗の測定～持続可能な価値創造のための共通の指標と一貫した報告を目指して～」を基に作成
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WEF: ステークホルダー資本主義指標 -2

テーマ 拡大指標 開示事項 出典

尊厳と平等

賃金格差

1. フルタイム従業員の基本給・報酬の男女別平均給与格差、及び企
業レベルまたは重要な事業拠点別の多様性の指標（例：BAME
（黒人、アジア系、マイノリティの人種）の割合）

2. 国ごとの、組織の重要な業務を行っている最高報酬者の年間総報酬
額が、組織の全従業員（当該最高報酬者を除く）の年間総報酬
額の中央値に対して占める比率

ジェンダーとエスニシティ
の賃金格差報告に関
する英国政府のガイダ

ンスを参考

GRI 102-38

差別・ハラスメント
のインシデント数
（件）と金銭的
総損失額（$）

差別・ハラスメントの件数、その性質と対応、下記事項に関連する法的手
続きの結果生じた金銭的損失の総額
a) 法律違反
b) 雇用差別

GRI 406-1,
SASB FR-310a.4 

より抜粋

結社の自由と団
体交渉のリスク
（%）

1. 団体交渉協定の対象となっている現役労働力の割合
2. そのリスクに対処するために組織がとった措置を含む、結社の自由と団

体交渉の権利がリスクにさらされているサプライヤーへの評価に関する
説明

SASB CN0401-17,
GRI 407-1,
WDI 7.2

人権レビュー、苦
情の影響と現代
の奴隷制度
（件、%）

1. 国別の、人権レビューまたは人権影響評価の対象となった事業の総
数と割合

2. 報告期間中に報告された、顕著な人権問題に関連した影響を伴う
苦情の件数と種類、および影響の種類に関する説明

3. 児童労働、強制労働または強制的労働の事例について、重大なリス
クがあると考えられる事業及びサプライヤーの数と割合。こうしたリスクは、
下記の点に関連して発生する可能性がある。
a) 事業の種類（製造工場等）と、サプライヤーの種類
b) リスクがあると考えられる事業やサプライヤーのある国や地域

GRI 412-1,
国連指導原則,
GRI 408-1a,

GRI 408-1a及び
GRI 409-1より抜粋

WDI 7.5

生活賃金
（%）

企業が事業を展開している国や地方の従業員や請負業者の生活賃金に
対する、現在の賃金

MIT 生活賃金ツール,
EPIC

「人」分野の拡大指標 (1)

（出所） World Economic Forum 「ステークホルダー資本主義の進捗の測定～持続可能な価値創造のための共通の指標と一貫した報告を目指して～」を基に作成
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WEF: ステークホルダー資本主義指標 -3

テーマ 拡大指標 開示事項 出典

健康とウェル
ビーイング

業務上のインシデ
ントが組織に与え
た金銭的影響額
（件、$）

業務上のインシデントの数と種類に、1件あたりの従業員と雇用主への直接
費用を乗じて算出（規制当局からの措置や罰金、物的損害、医療費、
従業員への補償費用を含む）

欧州委員会、オースト
ラリア労働安全庁の指

標より抜粋

従業員のウェル
ビーイング

（件、%）

1. 全従業員と労働者における、業務上の健康障害による死亡数、記
録対象となる業務上の健康障害数、業務上の健康障害の主な種類

2. a) 健康とウェルビーイングの「ベストプラクティス」プログラムへの従業員
の参加率
b) 全従業員の欠席率（AR）

GRI: 2018 403-
10a&B, EPIC,

GRI 2016 403-2a
より抜粋

将来のための
スキル

埋まっていない熟
練職のポジション
の数（件、%）

1. 埋まっていない熟練職のポジションの数（件）
2. 埋まっていない熟練職のポジションのうち、未経験者を採用してトレー

ニングする予定のポジションの割合（%）

WBCSD影響測定フ
レームワーク方法論

バージョン1.0 (2008)

トレーニングの金
銭的影響（ト
レーニングによる
収益力の強化）
（%、$）

1. 給与支払いに占める、トレーニングへの投資額の割合（%）
2. 収益の増加、生産性向上、従業員エンゲージメント、社内採用率等

からみた、トレーニングと人材開発の効果

OECDから抜粋
WDI 5.5

「人」分野の拡大指標 (2)

（出所） World Economic Forum 「ステークホルダー資本主義の進捗の測定～持続可能な価値創造のための共通の指標と一貫した報告を目指して～」を基に作成
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International Organization of Standardization （ISO30414）

（出所）ISOホームページを基に作成

団体の概要

• 国際規格ISOの策定を目的とする非政府機関

基準の特徴

• 細則主義
• 2019年1月、人的資本マネジメントに関する規格ISO30414を発行。

• コンプライアンスと倫理 • 生産性

• コスト • 採用、流動性、離職率

• ダイバーシティ • スキルと能力

• リーダーシップ • 後継者計画

• 組織文化 • 従業員の可用性

• 組織の健康・安全・幸福度

• 労働力のサステナビリティをサポートするため、人的資本の組織への貢献度を検討し、透明化することを目的に策定。
• 以下の11項目について内部向け・外部向けにそれぞれ開示すべき指標を設定。

ISO30414：人的資本マネジメントー内部及び外部の人的資本報告に関するガイドライン



米国の動向①:人的資本に関する開示規制の導入

○ 2020年8月、米国証券取引委員会（SEC）はRegulation S-K（非財務情報に関する規則）を改正し、上
場企業に対して人的資本に関する開示を新たに義務づけ、11月から適用開始。

○ 従来から定めのあった従業員数の開示に加え、企業のビジネスを理解するために重要な範囲において、人的資本に
関する説明、企業が事業の運営において重視する人的資本に関する施策・目的の開示を求めている。

○ 一方で、人的資本の管理に係る開示に含まれる指標や目的が、時間の経過や企業の事業展開地域、事業戦略
により大きく変化する可能性があることを踏まえ、詳細な規定は見送られた。

34

Regulation S-Kの改定箇所

• 第101項(c)

(2) Discuss the information specified in paragraphs (c)(2)(i) and (ii) of this section with respect to, and to the extent material 
to an understanding of, the registrant's business taken as a whole, except that, if the information is material to a particular 
segment, you should additionally identify that segment.

(i) 省略

(ii) A description of the registrant’s human capital resources, including the number of persons employed by the registrant, and 
any human capital measures or objectives that the registrant focuses on in managing the business (such as, depending on the 
nature of the registrant’s business and workforce, measures or objectives that address the development, attraction and 
retention of personnel).

（追加部分の和訳）
• 企業の人的資本資源に関する説明（企業による雇用者数を含む）
• 企業が事業運営をする上で重視する人的資本の施策/目的（例えば、企業の事業および従業員の性質に応じた、従業員の育成、

採用および維持に対応するための施策・目的）



（参考）Coca-Colaの制度開示書類（10-K)

○ 2021年の米国証券取引委員会（SEC）による人的資本開示の拡充により、米国上場企業の制度開示書類に
おいて人的資本に関する記載が大幅に増加している。

35

（出所）
The Coca-Cola Company, Annual Report Pursuant to Section 13 or 

15(d) of the Securities Exchange Act of 1934
(For the fiscal year ended Dec.31, 2019)
(For the fiscal year ended Dec.31, 2020)を基に作成

制度開示書類（10ｰK）における開示(Coca-Cola)

2020年 2021年

2020年の開示から増加された箇所：
• ダイバーシティ・公平性・インクルージョン
• 報酬・福利厚生
• リーダーシップ・研修・開発
• Covid-19対応



米国の動向②:人的資本開示の法制化

○ 2021年6月、米国の証券取引所に上場する企業に対して人的資本の情報開示を求める法案「Workforce
Investment Disclosure Act of 2021」が下院を通過、同年9月には上院で公聴会が実施され、審議がされて
いる。

○ 法案は従業員に関する情報について、長期的な成長に必要な人材への投資を実施しているかという観点から、具
体的な8項目について開示を義務づける内容

○ 各項目の開示基準についてはSECが策定するとしている。また、本法律の制定後2年以内に各項目の開示基準が
策定できなかった場合には、ISO 30414を開示基準として使う旨を明記している。

36

開示が提案されている8項目

1. 契約形態ごとの人員数（Workforce demographic information）

2. 定着・離職、昇格、社内公募（Workforce stability information）

3. 構成・多様性（Workforce composition）

4. スキル・能力（Workforce skills and capabilities）

5. 健康・安全・ウェルビーイング（Workforce health, safety and well-being）

6. 報酬・インセンティブ（Workforce compensation and incentives）

7. 経営上必要となったポジションとその採用の状況（Workforce recruiting and needs）

8. エンゲージメント・生産性（Workforce engagement and productivity）

（出所） United States Government Publishing Office (GPO), govinfo 「H.R. 3471: Workforce Investment Disclosure Act of 2021」を基に作成。



英国の動向:人的資本に関する報告書

○ 2020年1月、英国財務報告評議会（FRC）は人的資本に関する報告書を公表。

○ 従業員に関する情報の開示に対する投資家のニーズ、及びニーズを満たすために企業に期待される開示内容につい
て、実際の企業の開示例を含め解説している。

37（出所） Financial Reporting Council 「Workforce-related corporate reporting  - where to next? -」（2020年1月）を基に作成。

報告書で提言された「従業員に関する開示」

大項目 開示・説明項目

ガバナンスと経営
• 取締役会による従業員関連事項の監督、及び従業員への関与手法
• 従業員に関する課題の検討や管理における経営者の役割
• 取締役会による従業員関連事項の検討が、戦略的意思決定に与える影響

ビジネスモデルと戦略

• 企業が考える従業員の範囲（全従業員数、従業員の構成（サプライチェーンにおける雇用構成（直接／契約／それ以外））
を含む）

• 企業が戦略的資産として従業員に投資しているかどうか、及び当てはまる場合はどう投資するか
• 従業員がどう組織の価値を生み出すか、及び当該価値を高める機会があるか
• 従業員モデルがビジネスモデルをどう支援しているか
• 組織が特定した従業員に関連するリスクと機会が、会社のビジネス、戦略、財務計画にどう影響するか

リスク管理
• 従業員に関連するリスクと機会を特定、評価、管理するための組織のプロセス
• 企業にとって最も関連性の高い、従業員に関連するリスクと機会
• ビジネスのどこにリスクと機会が存在し、それらがどう管理されているか

指標と目標

• 従業員の理解に最も関連する指標（指標の特定方法を含む）
• 価値提供のために企業が従業員をどう動機付けしているか（従業員に関連する課題とパフォーマンスの管理に使用される目標を含

む）
• 経営トップがどのように望ましい文化を推進しているか（従業員による積極的参加がどう達成されたかを含む）
• 従業員雇用人数、定着率/離職率（予定したもの・望まれないものの両方）、労働環境に適用される価値、労働文化のモニター

指標を含む）
• 報酬その他利益の説明、及び研修・能力開発、昇進に関する統計の開示



事例①：三井化学（1/3）

○ 三井化学は、統合報告書において経営戦略（価値創造戦略）の一環として人材戦略を位置づけた上で、具体
的な優先課題・実行すべき方策を記載している。

38

（出所）2020年版三井化学レポート、三井化学グループESGレポート2020を基に作成。

人材戦略上の優先課題特定

自社の長期戦略（VISION2030）の
策定・基本戦略にあわせて、人材戦略
上の優先課題・方策を特定



事例①：三井化学（2/3）

○ その上で、人材戦略の一環として取り組む優先課題について、課題に対応する施策の進捗状況を図る独自の管理
指標として「後継者準備率」を示している。

39

（出所） 2020年版三井化学レポート、三井化学グループESGレポート2020を基に作成。

全社戦略遂行上重要なポジションについて、後継者候補数の比率の管理指標として「後継者準備率」を設定。
経年評価を通じて、後継者育成計画の実効性担保を図っている。

企業固有のKPIの設定



事例①：三井化学（3/3）

○ また、人材戦略の一環として取り組む優先課題として「従業員エンゲージメント向上」を示した上で、 GRI等が公表
する人的資本に関する指標と対照させている。

40

（出所） 2020年版三井化学レポート、三井化学グループESGレポート2020を基に作成。

従業員エンゲージメント

ESGレポートの記載（GRI対照表）

GRI 102-43 では、従業員を含むステークホ
ルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法の開
示を求めている。



事例②：旭化成（1/2）

○ 旭化成は、統合報告書において、経営戦略の一環として人材戦略を位置づけた上で、専門性が高く、新事業創
出・事業強化に関与が期待される人材を「高度専門職」と定義して、人材ポートフォリオ確保の取組を説明している。

41

（出所）旭化成レポート（2021）を基に作成。

重要な指標として「高度専門職人数」を設定。
処遇上重視する方針と併せて、経年的な人数変化を開示。

高度専門職制度



事例②：旭化成（2/2）

○ また、人材戦略の一環として取り組む優先課題・施策として「健康経営」を示した上で、 SASB、GRI等が公表して
いる人的資本に関する指標と対照させている。

42（出所）旭化成グループ サステナビリティレポート（2021）・Webサイトを基に作成。

健康経営目標

Webサイト・SASB対照表の記載



事例③：エーザイ

○ エーザイは「価値創造レポート2021」において、88種類のESG関連の自社KPIデータと、過去28年分のPBR （株
価純資産倍率）のデータ等を用い、ESG関連のKPIとPBRの相関関係を分析。

○ 分析結果として、人件費を１割増やすとPBRが5年後に13.8％増加、研究開発費を１割増やすとPBRが10年超
で8.2%増加、女性管理職比率を１割増やすとPBRが7年後に2.4%増加することを示している。

43（出所）エーザイ「価値創造レポート2021」、月刊資本市場2021.4「ESG会計と価値提案と開示」（柳 良平）を基に作成。

ESG関連のKPIがPBRに与える影響の分析

人件費（連結）

研究開発費（連結）

女性管理職比率（単体）

育児時短制度利用者（単体）

5年後のPBR13.8％増

10年超でPBR8.2%増

7年後のPBR2.4%増

9年後のPBR3.3%増

それぞれ１割増

（注）エーザイは自社のESGのKPI（88種類）につき、データが入手可能な限り遡り（平均12年分）、時系列データを抽出（1088個）。これらデータの対数値とコントロール変数
であるROEの対数値を説明変数とし、連結PBR（過去28年分）の対数値を被説明変数とした重回帰分析を実施。
「価値創造レポート2021」では、 データ観測数10以上、p値5％未満、t値2以上、R20,5以上を統計的に有意な水準とし、連結PBRと有意な正の関係を持つ14個のESG 
KPIに絞って分析結果を開示。上記図は開示されたESG KPIのうち４個につき、その概要を表示したもの。



事例④：NEC（1/３）

○ NECは、人的資本に関する企業グループとしての基本方針に沿った人材育成プラットフォームの全体像を示している。

44（出所） NEC統合レポート2021・サステナビリティレポート2021を基に作成。

人材戦略方針

HR方針の具体的内容



事例④：NEC（2/３）

○ 人材育成プラットフォームの全体像とフェーズ（獲得・育成・活用・開発）に対応する具体的な取組について、人材
育成プログラムへの参加人数等と合わせて示している。

45（出所）NEC統合レポート2021・サステナビリティレポート2021を基に作成。

人材戦略方針



事例④：NEC（３/３）

○ また、エーザイの分析モデルを参考に、2021年12月のESG説明会において、非財務指標がPBRに与える影響の分
析を紹介。

○ これによると、部長級以上の女性管理職と従業員一人当たりの研修日数をそれぞれ１%増やすとPBRがそれぞれ7
年後に3.3%増加、5年後に7.24%増加すると説明している。

46（出所）NEC ESG説明会（2021年12月10日）説明資料を基に作成。

※日本電気（株）単体の数値

非財務指標がPBRに与える影響の分析



事例⑤：Jフロント・リテイリング

○ Jフロント・リテイリングは、「価値協創ガイダンス」を参考に、自社の競争優位を支える人的投資の内容や企業価値へ
の貢献への考え方を示している。

47

統合報告書における人材戦略の記載

（出所）Jフロント・リテイリング 統合報告書2021 を基に作成。

企業が求める経営人材像の説明（ガイダンス4.2.1.16）

競争優位と関連性の高い人材の
確保・育成（ガイダンス4.2.1.17）

人的資本の教育・育成・資源配分方針に
関する説明（ガイダンス4.2.1.15）



事例⑥：積水ハウス

○ 積水ハウスは、人材育成の全体像を時系列で示した上で、各時点において求める人材と、その育成に関する取り組
みを示している。

48

統合報告書における人材戦略の記載

（出所）積水ハウス 統合報告書2021 を基に作成。

採用時

若手人材

管理職層



事例⑦：Intel

○ Intelは、制度開示で求められている人的資本の開示内容に加えて、教育・研修について自社の任意開示書類に
おいて、より詳細な情報を開示・説明している。

49

制度開示（10-K）：総論記載

（出所）Intel, Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 (For the fiscal year ended Dec.31, 2020) 、
2020-21 Corporate Responsibility Reportを基に作成。

任意開示（10-K）：具体的な取組・指標を含めた記載 研修機会に関するエンゲー
ジメント調査の結果・研修
受講者数・研修時間の統
計データの開示

バーチャル研修への移行、
管理者層への新たな研修
導入、OJTの説明等の詳
細を説明



事例⑧：BASF（1/2）

○ BASFは、従業員・（従業員を含めた）人権に対する取り組みを、自社の価値創造（バリューチェーン）を構成す
る要素として示している。

50

価値創造（バリューチェーン）での位置づけ

（出所）BASF Report 2020を基に作成。

従業員・（従業員を含めた）人権に対する取り組みを、自社の
バリューチェーン（価値創造）を構成する要素として位置づけ



事例⑧：BASF（2/2）

○ その上で、従業員が自社の価値創造に貢献するための取り組みについて、前段で全体方針を明示した上で、各項
目ごとに詳細を説明している。

51

従業員に関する記載

（出所）BASF Report 2020を基に作成。

戦略・方針を構成する個別項目（従業員エンゲージメント、ダイバー
シティ、報酬体系、ワーク・ライフ・バランス等）について、戦略達成のた
めの取組みを説明

従業員に関する戦略・方針
について、冒頭で明示

エンゲージメント

リーダーシップ

包摂と多様性

報酬・福利厚生

ワークライフバランス




